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(54)【発明の名称】 内視鏡用処置具

(57)【要約】
【課題】  体腔内組織に生じたポリープ等の病変を内視
鏡的に切除する内視鏡的ポリープ切除術において、患者
の体位をそれほど気にせず、良好な視野の下、病変の切
除と回収を同時に行うためのデバイスを提供する。
【解決手段】  先端部に表裏を有する回収具付スネアに
おいて、駆動力伝達部分に円弧部分を有し、円弧部分の
湾曲に方向性を持たせることにより、スネアワイヤの突
出角度を変えることを特徴とする内視鏡用処置具であ
る。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  シースチューブの先端には処置手段が設
けられ、後端には操作手段が設けられた処置具におい
て、シースチューブは湾曲しており、その先端には側孔
が設けられていることを特徴とする内視鏡用処置具。
【請求項２】  処置手段が導電性ワイヤから成るスネア
ワイヤとスネアワイヤの最先端に付設された回収具から
なる請求項１記載の内視鏡用処置具。
【請求項３】  シースチューブ内には操作手段に接続さ
れたスネアワイヤが挿通され、側孔には、別の操作手段
に接続された回収具操作用ファイバーが挿通されている
請求項１又は２記載の内視鏡用処置具。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は内視鏡的に体腔内組
織を切除し回収するための処置具に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】食道、胃、大腸など体腔内消化管に生じ
たポリープをはじめとする、良性及び悪性腫瘍において
は、近年、内視鏡検査の発達に伴い早期に発見されるこ
とが多くなり、内視鏡的にポリープ、腫瘍の切除及び採
取がなされる症例も急速に増加している。特に内視鏡的
ポリープ切除術は低侵襲治療として適応例が拡大し、高
齢化社会、食生活の洋風化によるポリープや癌の症例の
増加と相俟って急速に広まってきた。
【０００３】ここで内視鏡的ポリープ切除術について説
明する。図１８に示すように体腔内を観察するための内
視鏡（１３）、内視鏡の鉗子孔（１４）から挿入し病変
部（１２）を絞扼し、切除するための高周波スネア（１
７）、高周波電源装置（１８）から構成され、高周波電
源装置（１８）からアース対極板（１９）を患者の足な
どの体の一部に接触させ、もう一方は高周波スネア（１
７）のスネアループ（４）と接続し、高周波を通電さ
せ、スネアループ（４）と接触した部分の組織を焼き切
る。
【０００４】さらに、高周波スネアについて説明する
と、外筒となるシースチューブ（７）内に先端がループ
状になったスネアループ（４）と、スネアループ（４）
をシースチューブ（７）内に出し入れできるように操作
するためのハンドル部（３）から構成され、スネアワイ
ヤのループ部をポリープ等の病変部（１２）にひっか
け、スネアループ（４）をシースチューブ（７）内に引
くことにより病変部（１２）を絞扼し、スネアループ
（４）に高周波電流を流し焼き切ることにより、病変部
（１２）の切除及び止血が同時に行われる。切除した病
変部（１２）は、図１９に示す回収用鉗子（２０）を内
視鏡の鉗子孔（１４）から挿入し病変部（１２）を把持
し内視鏡ごと体腔内から引き抜いて病変部（１２）を取
り出す。その後、病変部（１２）を病理検査することに
より、悪性、良性かの判定、癌病巣の深達度など今後の
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治療方針を決める上で最も重要な情報源となる。
【０００５】ここで、切除後の病変部（１２）を回収用
鉗子（２０）で把持する場合、普及度の高い１チャンネ
ルの鉗子孔（１４）が付設される内視鏡（１３）におい
ては、切除に使用した高周波スネア（１７）を１度鉗子
孔から抜き、それから回収用鉗子（２０）に入れ替えな
ければならないため、術者にとって手間であり、時間も
かかることになる。時には、高周波スネア（１７）から
回収用鉗子（２０）に交換する間に、呼吸運動等によ
り、切除した病変部（１２）が移動し、見失うこともあ
る。
【０００６】特に大腸においては消化管の凹凸などによ
り切除した病変部（１２）を見つけにくいことや、上部
消化管に比べ内視鏡（１３）の操作性が悪いことなどか
ら、採取できず病理検査が不可能になるといったことも
ある。また病変部（１２）の大きさによっては、１度に
とることができずに２回に分割し採取する場合や、ポリ
ープが複数あるケースも多く、切除、回収の繰り返しと
なるため、術者への負担さらには治療時間が長くなり、
患者の負担も重くなる。
【０００７】このような問題を解決するために、特公昭
４７－４９３９３号公報のような切除と同時に把持する
絞段装置が知られている。しかしながら、このような構
造のものでは、把持するための挟持線によりスネアルー
プ部に表裏が生じるため、ポリープに対しスネアループ
部分が逆さに出た場合では、スネアループの向きを変え
る必要があるが、処置具ごと鉗子孔内で回し反転させる
のは処置具と鉗子孔内壁との摩擦のため困難であり、ま
た挿入時にシースチューブの向きを変えて入れても、シ
ースチューブが長いためトルク伝達性が悪く、内視鏡か
ら出る向きは変わらないため、患者の体を反転させて、
患者の腸管内で内視鏡ごと回す操作が必要になり、処置
の上での手間となっていた。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】本発明は、使用者およ
び患者の負担をより低減することを課題として検討した
結果なされたもので、その目的とするところは、内視鏡
から出る処置具の向きが変わらないように固定し、さら
に品揃えをし、ポリープ等の病変部の切除、採取を簡便
且つ確実に行うための内視鏡用処置具を提供することに
ある。
【０００９】
【課題を解決するための手段】すなわち本発明は、
（１）シースチューブの先端には処置手段が設けられ、
後端には操作手段が設けられた処置具において、シース
チューブは湾曲しており、その先端には側孔が設けられ
ていることを特徴とする内視鏡用処置具、（２）処置手
段が導電性ワイヤから成るスネアワイヤとスネアワイヤ
の最先端に付設された回収具からなる（１）記載の内視
鏡用処置具、（３）シースチューブ内には操作手段に接
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続されたスネアワイヤが挿通され、側孔には、別の操作
手段に接続された回収具操作用ファイバーが挿通されて
いる（１）又は（２）記載の内視鏡用処置具である。
【００１０】
【発明の実施の形態】以下、図面を参照して、本発明を
詳細に説明する。図１は本発明の一実施例となる内視鏡
用処置具の全体を示す図で、図２はその先端部を示す図
である。ただし図１にはシースチューブ湾曲部は省略し
ている。まず、図１に示すように、本発明の内視鏡用処
置具はポリープを切除、回収する処置手段（１）、処置
手段（１）を操作するための操作手段（２）からなる。
【００１１】処置手段（１）は、図２に示すように、導
電性ワイヤーからなるスネアワイヤ（３）の先端がルー
プ状となっているスネアループ（４）部、スネアループ
（４）の先端に付設された適度な柔軟性を有する絶縁性
の回収具（５）、回収具（５）の先端に接続された絶縁
性の回収具操作用ファイバー（６）から構成される。
【００１２】スネアワイヤ（３）と回収具操作用ファイ
バー（６）は、絶縁性を有するシースチューブ（７）内
に挿通され、それぞれ異なる操作手段（２）に接続され
る。そして、操作手段（２）は絶縁材料からなる操作部
本体（８）と操作部本体（８）をスライド可能で絶縁材
料からなる操作部スライド部（９）からなる。
【００１３】操作部スライド部（９）にはスネアワイヤ
（３）と回収具操作用ファイバー（６）が接続され、そ
の進退操作は操作部スライド部（９）が、操作部本体
（８）をスライドすることによって行われる。また、回
収具（５）の形状及び構成は限定されるものではない
が、この実施例では、外周を囲う絶縁性で菱形の回収具
フレーム（１０）と、その内側に絶縁性、柔軟性を有す
るネット（１１）を付設した構成としている。
【００１４】この実施例による内視鏡用処置具の動作を
図３～図７に沿って説明する。まず、内視鏡的観察によ
りポリープ等の病変部（１２）を発見し、内視鏡（１
３）の鉗子孔（１４）より内視鏡用処置具を押し出す。
このとき、スネアループ（４）、回収具（５）は全てシ
ースチューブ（７）内に収納されている。次に操作手段
（２）の操作により、図３のように回収具（５）、スネ
アループ（４）をシースチューブ（７）より出し、図４
のようにスネアループ（４）内に病変部（１２）を引き
込む。
【００１５】続いて、図５から図６へのように再び操作
手段（２）による操作にてスネアループ（４）をシース
チューブ（７）内に収納していき、病変部（１２）を絞
扼する。このとき、同時に操作手段（２）からの回収具
操作用ファイバー（６）の引き込みによって、回収具
（５）が引張られ、病変部（１２）側に倒れるように変
形し、図６のように病変部（１２）を固定する。病変部
（１２）の固定が終了したら図７のように、スネアルー
プ（４）に高周波電流を流して、病変部（１２）を焼灼
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する。焼灼後は、病変部（１２）は回収具（５）にて固
定されているので、その状態で内視鏡（１３）を患者よ
り抜去し、病変部（１２）を体外に取り出す。
【００１６】ここで、この実施例に示すような形態の回
収具付スネアでは、図２のように処置手段（１）に表裏
が生じてしまうことになる。つまり、図３、４に示すよ
うな病変部（１２）へのアプローチは、必ず処置手段
（１）の裏側の面からスネアループ（４）を病変部（１
２）に被せるようにしなければならず、これが表側の面
からになると後の操作が不可能になってしまう。従来技
術による回収具付スネアであれば、処置具ごと鉗子孔
（１４）内で回し反転させるのはシースチューブ（７）
と鉗子孔（１４）内壁との摩擦のため不可能であること
より、患者の体を反転させて、患者の腸管内で内視鏡
（１３）ごと回すことが必要になり、処置の上での手間
となっていた。
【００１７】本発明は、このように、表裏が生じてしま
う、高周波スネア全般において適用されるものであり、
後述する発明を加えることにより、患者の体を反転させ
て、患者の腸管内で内視鏡（１３）ごと回すという手間
を不要、もしくは低減させることが可能になる。
【００１８】図８及び９は、本発明の実施例であり、図
８を矢印Ａからみたものが図９である。この実施例で
は、シースチューブ（７）に図８、９に示すように、円
弧状に形成させた円弧部分（１５）を設ける。このと
き、円弧の中心が先端部（１）の裏側にきて、回収具操
作用ファイバー（６）のシースチューブ（７）からの出
口となる側孔が湾曲したシースチューブ（７）の上面を
向き、かつシースチューブ（７）の円弧部分（１５）の
円弧で形成される面と、スネアループ（４）で形成され
る面がほぼ直交するような形態にする。これを仮にａタ
イプとする。
【００１９】また、図１０を矢印Ｂからみたものが図１
１であるが、図８及び９と同様に駆動力伝達部（２）に
円弧状に形成させた円弧部分（１５）を設け、このと
き、円弧の中心が先端部（１）の表側に来て、回収具操
作用ファイバー（６）のシースチューブ（７）からの出
口となる側孔が湾曲したシースチューブ（７）の下面を
向き、かつシースチューブ（７）の円弧で形成される面
と、スネアループ（４）で形成される面が直交するよう
な形態にする。これを仮にｂタイプとする。ａタイプと
ｂタイプがあれば、同様の円弧部分を有する駆動力伝達
部（２）の先端にそれぞれ先端部（１）の表裏の方向が
１８０゜異なる２種類を揃えられることになる。
【００２０】通常、内視鏡（１３）を患者の大腸（１
６）に挿入した場合、大腸（１６）の多様な屈曲に合わ
せ、内視鏡（１３）も屈曲した状態となる。仮にこの状
態を図１２に示した状態とする。この状態で本発明の処
置具ａタイプを内視鏡（１３）の鉗子孔（１４）から挿
入した場合、内視鏡（１３）の鉗子孔（１４）が形成す



(4) 特開２００２－２５３５６０

10

20

30

40

50

5
る円弧と、該ａタイプの駆動力伝達部（２）の円弧が重
なり合うように、図１２のような先端部（１）の位置で
鉗子孔（１４）より突出する。この現象は、内視鏡（１
３）を再度動かさない限り、いかなる方向から処置具を
鉗子孔（１４）入口から挿入しても図１２の状態になる
特性をもつ。
【００２１】本発明はこの特性を利用したもので、切
除、回収すべき病変部（１２）が図１２のように処置手
段（１）の表側にあった場合、前述の通り切除、回収は
不可能となるが、一度処置具を抜き、該ｂタイプを挿入
すると、シースチューブ（７）の円弧部分（１５）がａ
タイプ同様に作用し、鉗子孔（１４）が形成する円弧と
重なり合う状態となるが、ａタイプとは処置手段（１）
の表裏が１８０゜反転した状態になっているので、図１
３のように、処置手段（１）の裏側が病変部（１２）に
向くように腸管内で突出し、これにより後の切除、回収
の処置が可能になる。
【００２２】また、同様にｂタイプ挿入時に処置手段
（１）の表側に病変部（１２）があるときは、ａタイプ
を再挿入することで、処置手段（１）の裏側に病変部
（１２）を配置させるようにすることが可能となる。つ
まり本発明による内視鏡用処置具を使用すれば、処置手
段（１）の表側に病変部（１２）があるときは、患者の
体を反転することなしに、２種類ある処置具を入れ替え
るのみで、処置手段（１）の裏側に病変部（１２）を配
置させるようにすることが可能となる。
【００２３】図１４及び１５は、本発明の他の実施例で
あり、図１４を矢印Ｃからみたものが図１５となる。こ
の実施例では、シースチューブ（７）に図１４、１５に
示すように、円弧状に形成させた円弧部分（１５）を設
ける。このとき、円弧の中心が図２記載の処置手段
（１）の右側に来て、かつシースチューブ（７）の円弧
部分（１５）の円弧で形成される面と、スネアループ
（４）で形成される面が平行になるような形態にする。
これを仮にｃタイプとする。
【００２４】また、図１６を矢印Ｄからみたものが図１
７となるが、図１４及び１５のものと同様にシースチュ
ーブ（７）に円弧状に形成させた円弧部分（１５）を設
け、円弧の中心が図２記載の処置手段（１）の左側に来
て、かつシースチューブ（７）の円弧で形成される面
と、スネアループ（４）で形成される面が平行になるよ
うな形態にする。これを仮にｄタイプとする。こうする
ことで同様の円弧部分（１５）を有するシースチューブ
（７）の先端にそれぞれ処置手段（１）の表裏の方向が
１８０゜異なる２種類を揃えることになる。
【００２５】このｃタイプとｄタイプの組み合わせも前
述のａタイプとｂタイプの組み合わせと同様の効果が得
られ、処置手段（１）の表側に病変部（１２）があると
きは、患者の体を反転することなしに、ｃタイプと該ｄ
タイプと２種類ある処置具を入れ替えるのみで、処置手*
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*段（１）の裏側に病変部（１２）を配置させるようにす
ることが可能となる。
【００２６】また、前述のものは、処置手段（１）の表
裏の方向の１８０゜異なる２種類としているが、前述の
ような処置手段（１）と病変部（１２）の角度的なずれ
は、１８０゜近い反転を要するケースでない限り、比較
的簡単な内視鏡（１３）のひねりで対応可能であること
より、この構成で十分となる。ただ、この角度的な分割
数は限定はなく、製品コストとの兼ね合いで決定すれば
良い。例えば、前述のａタイプ、ｂタイプ、ｃタイプ及
びｄタイプの４種類を１セットとして、処置手段（１）
の表裏の方向を９０゜づつ分割できれば、より細かな病
変部（１２）の位置に対応可能になる。
【００２７】シースチューブ（７）の円弧部分（１５）
の半径は限定はないが、推奨は１０～３０ｃｍ、できれ
ば１５～２５ｃｍが好ましい。また、半径は必ずしも連
続的な値である必要はなく、部分的に半径を異なえるよ
うに設定してもよい。
【００２８】また、円弧部分（１５）を設ける範囲は、
シースチューブ（７）全域に設ける必要はなく、実際に
内視鏡（１３）の鉗子孔（１４）に挿入されている部分
のみ設けてあれば十分前述の作用は得られる。大腸用の
高周波スネアでは通常、全長２．０～２．５ｍ程度に設
定されているが、大腸用の内視鏡（１３）の鉗子孔（１
４）の長さは１．３～１．６ｍ程度であるので、円弧部
分（１５）を設ける部分は、先端から１．６ｍ程度まで
とすれば十分となる。
【００２９】シースチューブ（７）の円弧部分（１５）
を形成する手段としては、ポリ塩化ビニル樹脂、フッ素
系樹脂、ポリエチレン樹脂、あるいはポリプロピレン樹
脂に熱加工を加えて屈曲させる方法、あるいは、あらか
じめ湾曲し、適度な柔軟性をもつ金属棒を埋め込む方法
となる。
【００３０】
【発明の効果】本発明の内視鏡用処置具を使用すれば、
従来のポリープ等の内視鏡的切除術において、病変部を
切除と同時に回収可能になるので、良好な内視鏡下視野
の下、短い処置時間で病変部の切除、採取を簡便且つ確
実に行うことが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明による内視鏡用処置具の、全体図であ
る。
【図２】本発明による内視鏡用処置具の、先端部を拡大
したものである。
【図３】本発明を用いた病変部切除から回収までの動作
の一つを示す。
【図４】本発明を用いた病変部切除から回収までの動作
の一つを示す。
【図５】本発明を用いた病変部切除から回収までの動作
の一つを示す。
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【図６】本発明を用いた病変部切除から回収までの動作
の一つを示す。
【図７】本発明を用いた病変部切除から回収までの動作
の一つを示す。
【図８】本発明による内視鏡用処置具の円弧部分の実施
例（ａタイプ）である。
【図９】図８の矢印Ａから見た図である。
【図１０】本発明による内視鏡用処置具の円弧部分の実
施例（ｂタイプ）である。
【図１１】図１１の矢印Ｂから見た図である。
【図１２】大腸に内視鏡を挿入し、更に回収具付スネア
（ａタイプ）を挿入した模式図である。
【図１３】大腸に内視鏡を挿入し、更に回収具付スネア
（ｂタイプ）を挿入した模式図である。
【図１４】本発明による内視鏡用処置具の円弧部分の実
施例（ｃタイプ）である。
【図１５】図１５の矢印Ｃから見た図である。
【図１６】本発明による内視鏡用処置具の円弧部分の実
施例（ｄタイプ）である。
【図１７】図１７の矢印Ｄから見た図である。
【図１８】高周波切開用具の使用状況を示す図である。
【図１９】回収用鉗子を示す図である。 *
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*【符号の説明】
１  処置手段
２  操作手段
３  スネアワイヤ
４  スネアループ
５  回収具
６  回収具操作用ファイバー
７  シースチューブ
８  操作部本体
９  操作部スライド部
１０  回収具フレーム
１１  ネット
１２  病変部
１３  内視鏡
１４  鉗子孔
１５  円弧部分
１６  大腸
１７  高周波スネア
１８  高周波電源装置
１９  アース対極板
２０  回収具鉗子

【図１】

【図２】

【図５】

【図６】

【図９】

【図１９】
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